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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第10期
第１四半期
連結累計期間

第11期
第１四半期
連結累計期間

第10期

会計期間
自  平成23年１月１日
至  平成23年３月31日

自  平成24年１月１日
至  平成24年３月31日

自  平成23年１月１日
至  平成23年12月31日

売上高 (百万円) 17,017 16,778 69,343

経常利益 (百万円) 1,054 1,143 4,608

四半期(当期)純利益 (百万円) 541 987 2,771

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 1,230 2,406 1,303

純資産額 (百万円) 32,250 34,358 32,176

総資産額 (百万円) 73,782 75,419 71,519

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 2,355.46 4,283.10 12,037.28

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 42.8 44.7 44.2

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しているため、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してお

りません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．第10期第１四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」(企

業会計基準第25号  平成22年６月30日)を適用し、遡及処理しております。

４．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお

りません。

　

２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営んでいる事業の内

容に重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動

等又は前連結会計年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありませ

ん。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績の状況

当第１四半期連結累計期間（平成24年１月１日から平成24年３月31日まで）におけるわが国経済は、

東日本大震災からの復興事業が内需を支え、米国景気の復調や円高の一服で輸出環境も好転し、緩やかな

回復を示しました。一方で、原油高や原子力発電所の停止による電力不足懸念などの不安材料も抱え、先

行きの不透明感はぬぐいきれない状況で推移しました。

また、世界経済におきましても、欧州金融不安の後退を受け、世界の株式相場も上昇、景気回復の期待が

高まったものの、中国経済の成長鈍化や原油高の懸念に加え、南欧での雇用問題の高まりもあり、力強さ

に欠けた状況で推移しました。

このような環境の下、当社グループでは、基幹事業であるステイショナリー用品事業において、「フリ

クションボール」をはじめとする利益率の高い自社製品の販売に注力しました。また、引き続き経営の効

率化によるコスト削減と研究開発力の強化充実に注力し、世界で戦えるコストでの生産体制実現と特色

ある新製品群の開発に向けて取り組みました。

以上により、当第１四半期連結累計期間の連結売上高は、為替の影響による前年同期比約５億円の減収

要因があったものの、167億78百万円（前年同期比1.4％減）を確保することができました。

国内外別では、国内市場における連結売上高が67億40百万円（前年同期比5.1％増）、海外市場におけ

る連結売上高は100億38百万円（前年同期比5.3％減）であります。

一方、損益面につきましては、製造コスト削減効果と自社製品販売努力により、連結営業利益が12億51

百万円（前年同期比24.0％増）、連結経常利益は11億43百万円（前年同期比8.5％増）、連結四半期純利

益は９億87百万円（前年同期比82.3％増）となりました。

 

セグメントの業績は次のとおりです。

（日本）

国内のステイショナリー市場におきましては、新入学シーズンを迎え、当社の強みである「小売店への

直販をベースとした販売体制」のメリットを活かし、「フリクションボール」など、利益率の高い自社製

品の販売に注力しました。
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また、消費者のパーソナル化志向に対応して進めてきたシリーズ化も効果をあげました。特に、消せる

インキの「フリクション」シリーズでは、引き続き「フリクションボールノック」の販売が好調である

ことに加え、「フリクションカラーズ」や「フリクションライト」、さらには多色ボールペンタイプの

「フリクションボール３」など、ラインナップの充実によりシリーズ全体で前年同期実績を大きく上回

る売上となりました。

シャープペンシルでは、「デルフル」、「フレフレコロネ」、「エアブラン」に加え、発売から20周年を

迎えた「ドクターグリップ」シリーズの「ドクターグリップＣＬプレイボーダー」の販売が好調に推移

したため、売上増加に貢献しました。

油性ボールペンでは、なめらかに濃く書ける低粘度アクロインキと筆記コントロールがしやすいタイ

ヤパターングリップが特長の「アクロボール」も、世界戦略商品として販売拡大に向け注力しました。

高級筆記具では、百貨店などにおける販売回復を受けて、ノックなしで芯１本分が書けるシャープペン

シル「オートマック」や、複合筆記具の「ツープラスワンリッジ」、「ツープラスワンエボルト」がビジ

ネスユースを中心に好評であり、売上増加に貢献しました。

一方、玩具事業におきましては、少子化の影響などもあって玩具市場全体の回復には至らず、引き続き

厳しい状況で推移しました。

以上の結果、売上高は主力の筆記具では好調であったものの、仕入商品である電算機用品類や玩具事業

などの減収要因があり、77億38百万円（前年同期比4.4％減）となりましたが、営業利益は13億４百万円

（前年同期比25.8％増）となりました。

（米州）

米州地域におきましては、主要販売先であるアメリカにおいて、個人消費の緩やかな回復傾向もあり、

ゲルインキボールペンの定番品として人気の「Ｇ－２（ジーツー）」や、環境配慮商品である「ビグ

リーン」シリーズに加わった油性インキタイプの「Ｂ２Ｐ（ビーツーピー）」の販売が好調でありまし

た。

ブラジルでは、当社が主力ブランドとして地位を占める油性マーカーやホワイトボードマーカーの売

上が、引き続き好調でありました。

以上の結果、現地通貨ベースでは堅調であったものの、円高の影響を受け売上高は34億37百万円（前年

同期比1.5％減）、営業利益は１億40百万円（前年同期比19.4％減）となりました。

（欧州）

欧州地域におきましては、フランスなど主要国を中心に引き続き「フリクション」シリーズの販売が

好調でありました。その一方で、昨年からの急激な円高の影響も受けておりますが、その減収分について

は、一部値上げにより吸収を図りました。

以上の結果、売上高は40億25百万円（前年同期比0.9％増）、営業利益は2億34百万円（前年同期比

8.4％増）となりました。

（アジア）

アジア地域におきましては、引き続き中国における販売体制の強化と積極的な販売拡大に取り組んだ

結果、「フリクションボール」を中心に、前年同期を上回る売上となりました。

また、シンガポールにおいても、「Ｇ－２（ジーツー）」やホワイトボードマーカーの売上が好調であ

り、台湾などでも高いシェアを維持しました。

以上の結果、売上高は11億29百万円（前年同期比11.2％増）、営業利益は59百万円（前年同期比56.0％

増）となりました。

EDINET提出書類

株式会社パイロットコーポレーション(E02466)

四半期報告書

 4/20



　

（その他の地域）

その他の地域につきましては、オーストラリアや南アフリカにおける販売拡大に向け、市場ニーズを捉

えながら中長期的な取り組みを継続しております。

以上の結果、売上高は４億48百万円（前年同期比4.8％増）、営業損失は62百万円（前年同四半期は営

業損失12百万円）となりました。

　

(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更

及び新たに生じた課題はありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内

容等（会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりです。

　

（株式会社の支配に関する基本方針）

当社は、平成20年２月25日開催の当社取締役会において、下記１．の基本方針を決定しております。当

社は、かかる方針を踏まえ、下記２．記載の各取組みを実施しております。

１．基本方針の内容の概要

当社は、当社の企業価値の源泉が、当社グループが永年に亘って培ってきた経営資源に存することに

鑑み、特定の者又はグループが当社の総議決権の20％以上の議決権を有する株式を取得することによ

り、当社グループの企業価値又は株主の皆様の共同の利益が毀損されるおそれが存する場合には、かか

る特定の者又はグループは、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であるとし

て、法令及び定款によって許容される限度において当社グループの企業価値又は株主の皆様の共同の

利益の確保・向上のための相当な措置を講じることを、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する

者の在り方に関する基本方針といたします。

２．取組みの具体的な内容の概要

　(1) 当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取組み

当社は、当社グループ全体の企業価値及び株主の皆様の共同の利益の更なる確保及び向上を目指し

て、経営の効率化、コーポレート・ガバナンス体制及びコンプライアンス体制の強化並びに連結財務体

質の改善等を図りつつ、「顧客主義」に立脚した新しい製商品の開発、市場の開拓、製造コストの低減

等に日々研鑽を積んでおります。 

　とりわけ、当社グループの基幹である筆記具事業において、コスト競争力と技術開発力の向上を目的

に生産拠点の再編を進めるとともに、グループ内の開発資源を集約することにより効率的かつスピー

ド感のある商品開発が可能な体制を構築してまいりました。 

　当社グループは、今後も開発拠点の更なる充実を図り、市場が求める高品質・高付加価値商品を続々

と発信できる体制を固めるとともに、インドネシア、ブラジル等の海外生産拠点での現地生産能力を強

化し、当社グループ製品の品質とブランドを世界各国において浸透・定着させるべく、新興国市場での

シェア向上を実現してまいる所存です。
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　(2) 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防

止するための取組み

当社は、平成20年３月28日開催の当社第６期定時株主総会において、株主の皆様に、当社株式の大規

模買付行為に関する対応方針（以下、「旧プラン」といいます。）をご承認いただいて旧プランを導入

し、平成23年３月30日開催の当社第９期定時株主総会において、株主の皆様に、情勢変化等を踏まえそ

の内容を一部改めた上で旧プランを継続することをご承認いただき（以下、継続後の当社株式の大規

模買付行為に関する対応方針を「本プラン」といいます。）、本プランを定めております。 

　本プランは、大規模買付者に対して事前に大規模買付行為に関する必要な情報の提供及び考慮・交渉

のための期間の確保を求めることによって、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が

適切に判断されること、当社取締役会が独立委員会の勧告を尊重しつつ当該大規模買付行為に対する

賛否の意見又は代替案を株主の皆様に対して提示すること、あるいは、株主の皆様のために大規模買付

者と交渉を行うこと等を可能とし、もって当社の企業価値及び株主の皆様の共同の利益の確保・向上

を目的として導入されたものです。

本プランの詳細につきましては、当社ホームページに掲載の平成23年２月25日付「当社株式の大規

模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の継続に関するお知らせ」の本文をご覧ください。 

（参考URL http://www.pilot.co.jp/ir/library/）

３．具体的な取組みに対する取締役会の判断及びその理由

当社取締役会は、上記２．(1)記載の基本方針の実現に資する特別な取組みは、当社の企業価値及び

株主の皆様の共同の利益を高めるための具体的方策であり、まさに当社の基本方針に沿うものと考え

ます。 

　また、本プランは、上記２．(2)記載のとおり、当社の企業価値及び株主の皆様の共同の利益の確保・

向上を目的として導入されたものであり、基本方針に沿うものと考えます。さらに、①本プランは、株主

及び投資家の皆様並びに大規模買付者の予見可能性を高め、株主の皆様に適切な選択の機会を確保す

るため、事前の開示がなされていること、②本プランの導入については当社第９期定時株主総会におい

て株主の皆様のご承認を得ており、また、毎定時株主総会における当社取締役の選任を通じて本プラン

を廃止するか否かについての株主の皆様の意思が確認される点で、本プランの導入及び存続について

株主の皆様の意思を重視していること、③取締役会の判断の客観性及び合理性を担保するため、当社取

締役会が意見形成、代替案立案及び大規模買付者との交渉を行うにあたっては、必要に応じて、当社取

締役会及び独立委員会から独立した第三者的立場にある専門家の助言を得るものとしていること、④

本プランに基づく対抗措置の発動等の必要性及び相当性を確保し、経営者の保身のための濫用を防止

するために、独立委員会を設置し、当社取締役会が対抗措置の発動等をする場合には、独立委員会の勧

告を最大限尊重するものとしていること、⑤本プランは、当社の株主総会又は取締役会によりいつでも

廃止することができるため、いわゆるデッドハンド型買収防衛策ではなく、また、当社はいわゆる期差

任期制を採用していないため、スローハンド型買収防衛策でもないこと等から、当社取締役会は、本プ

ランが、当社の企業価値及び株主の皆様の共同の利益を損ない、又は当社の会社役員の地位の維持を目

的とするものではないと判断しております。

　

(3) 研究開発活動

当第１四半期連結累計期間の研究開発費の総額は323百万円であります。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 900,000

計 900,000

　

② 【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数(株)
(平成24年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成24年５月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 234,072 234,072

東京証券取引所
市場第１部
大阪証券取引所
市場第１部

完全議決権株式であり、権利
内容に何ら限定のない当社に
おける標準となる株式であり
ます。単元株制度を採用して
いないため、単元株式数はあ
りません。

計 234,072 234,072 ― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成24年１月１日～
平成24年３月31日

─ 234,072 ─ 2,340 ─ 10,005

　

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できない

ため、記載することができないことから、直前の基準日(平成23年12月31日)に基づく株主名簿による記載

をしております。

① 【発行済株式】

平成24年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（相互保有株式）
普通株式 2,839

―
権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式

完全議決権株式(その他) 普通株式 231,233 231,233 同上

発行済株式総数 234,072 ― ―

総株主の議決権 ― 231,233 ―

(注)　日本マスタートラスト信託銀行株式会社（従業員持株ＥＳＯＰ信託口・75440口）所有の株式3,388株（議決権の

数3,388個）につきましては、完全議決権株式（その他）に含めて表示しております。

　

② 【自己株式等】

平成24年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
（株）

他人名義
所有株式数
（株）

所有株式数
の合計
（株）

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（相互保有株式）
東海化学工業㈱

愛知県豊田市本徳町東屋敷
859番地９

2,839 ― 2,839 1.21

計 ― 2,839 ― 2,839 1.21

(注)　従業員持株ＥＳＯＰ信託口所有の株式3,388株につきましては、上記の自己株式等に含まれておりませんが、会計

処理上は当社と従業員持株ＥＳＯＰ信託口を一体としていることから、四半期連結貸借対照表においては自己株

式として処理をしております。

　

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(平成24年１月１日

から平成24年３月31日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成24年１月１日から平成24年３月31日まで)

に係る四半期連結財務諸表について、アーク監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
　　(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 9,086 9,909

受取手形及び売掛金 16,386 16,116

商品及び製品 9,688 11,170

仕掛品 3,811 4,045

原材料及び貯蔵品 1,568 1,692

繰延税金資産 1,400 2,072

その他 1,563 1,711

貸倒引当金 △83 △99

流動資産合計 43,423 46,621

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 17,048 17,311

減価償却累計額 △9,546 △9,767

建物及び構築物（純額） 7,501 7,543

機械装置及び運搬具 23,351 23,914

減価償却累計額 △20,264 △20,593

機械装置及び運搬具（純額） 3,087 3,320

その他 14,848 15,152

減価償却累計額 △13,662 △13,895

その他（純額） 1,186 1,257

土地 6,438 6,501

建設仮勘定 554 780

有形固定資産合計 18,768 19,404

無形固定資産

借地権 4,545 4,545

その他 389 390

無形固定資産合計 4,934 4,935

投資その他の資産

投資有価証券 3,136 3,397

繰延税金資産 165 146

前払年金費用 502 345

その他 757 733

貸倒引当金 △169 △164

投資その他の資産合計 4,393 4,459

固定資産合計 28,095 28,798

資産合計 71,519 75,419
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 11,080 12,270

短期借入金 4,938 5,100

1年内返済予定の長期借入金 2,788 2,847

未払法人税等 288 667

未払費用 2,119 2,139

繰延税金負債 5 7

返品調整引当金 146 144

賞与引当金 380 811

役員賞与引当金 50 26

設備関係支払手形 77 176

その他 2,182 2,291

流動負債合計 24,057 26,484

固定負債

長期借入金 13,142 12,451

繰延税金負債 148 115

退職給付引当金 370 396

役員退職慰労引当金 210 221

環境対策引当金 42 42

負ののれん 1,198 1,168

その他 171 180

固定負債合計 15,284 14,576

負債合計 39,342 41,060

純資産の部

株主資本

資本金 2,340 2,340

資本剰余金 8,856 8,861

利益剰余金 27,812 28,569

自己株式 △353 △342

株主資本合計 38,656 39,429

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △350 △184

繰延ヘッジ損益 0 △24

為替換算調整勘定 △6,728 △5,522

在外子会社年金債務調整額 12 14

その他の包括利益累計額合計 △7,065 △5,716

少数株主持分 585 645

純資産合計 32,176 34,358

負債純資産合計 71,519 75,419
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年１月１日
 至 平成23年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日
 至 平成24年３月31日)

売上高 17,017 16,778

売上原価 9,758 9,233

売上総利益 7,258 7,545

販売費及び一般管理費 6,249 6,293

営業利益 1,009 1,251

営業外収益

受取利息 95 89

負ののれん償却額 29 29

為替差益 90 －

その他 89 68

営業外収益合計 305 187

営業外費用

支払利息 95 84

退職給付会計基準変更時差異の処理額 144 144

為替差損 － 50

その他 21 15

営業外費用合計 260 294

経常利益 1,054 1,143

特別利益

固定資産売却益 9 2

貸倒引当金戻入額 4 －

特別利益合計 14 2

特別損失

固定資産売却損 3 0

固定資産除却損 2 1

災害による損失 ※１
 3 －

事業構造改善費用 － ※２
 27

特別損失合計 8 29

税金等調整前四半期純利益 1,059 1,117

法人税等 501 109

少数株主損益調整前四半期純利益 557 1,008

少数株主利益 16 20

四半期純利益 541 987
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【四半期連結包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年１月１日
 至 平成23年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日
 至 平成24年３月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 557 1,008

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △22 166

繰延ヘッジ損益 △4 △25

為替換算調整勘定 699 1,255

在外子会社年金債務調整額 － 2

その他の包括利益合計 672 1,398

四半期包括利益 1,230 2,406

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,199 2,337

少数株主に係る四半期包括利益 31 69
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【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　

　
当第１四半期連結累計期間

(自  平成24年１月１日  至  平成24年３月31日)

税金費用の計算 主な連結子会社は、税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む

連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果適用後の実効税率を合理的

に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しておりま

す。ただし、当該実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く

結果となる会社については、重要な加減算項目を加味し、法定実効税率を使用

して計算しております。

　

【追加情報】

　
当第１四半期連結累計期間

(自  平成24年１月１日  至  平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及

び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号  平成21年12月４日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号  平成21年12月４日)を適用しております。

　

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　　　受取手形割引高

　

　
前連結会計年度
(平成23年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年３月31日)

受取手形割引高 236百万円 65百万円

　

(四半期連結損益計算書関係)

※１　災害による損失は、平成23年３月11日に発生した東日本大震災により被災した工場の仕掛品破損及び建

物設備の修繕費等の費用であります。

※２　事業構造改善費用は、在外連結子会社における事業再編に伴う退職費用等であります。

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、

第１四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)、のれんの

償却額及び負ののれんの償却額は、次のとおりであります。

　

　
前第１四半期連結累計期間
(自  平成23年１月１日
至  平成23年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成24年１月１日
至  平成24年３月31日)

減価償却費 539百万円 542百万円

のれんの償却額 4  〃 4  〃

負ののれんの償却額 △29  〃 △29  〃
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(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間(自  平成23年１月１日  至  平成23年３月31日)

１．配当金支払額

　

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年２月14日
取締役会

普通株式 231 1,000平成22年12月31日 平成23年３月31日 利益剰余金

(注)　配当金の総額には、従業員持株ＥＳＯＰ信託口に対する配当金２百万円を含めておりません。これは従業員持株Ｅ

ＳＯＰ信託が所有する当社株式を自己株式として認識しているためであります。

　

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

当第１四半期連結累計期間(自  平成24年１月１日  至  平成24年３月31日)

１．配当金支払額

　

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年２月13日
取締役会

普通株式 230 1,000平成23年12月31日 平成24年３月30日 利益剰余金

(注)　配当金の総額には、従業員持株ＥＳＯＰ信託口に対する配当金３百万円を含めておりません。これは従業員持株Ｅ

ＳＯＰ信託が所有する当社株式を自己株式として認識しているためであります。

　

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間(自  平成23年１月１日  至  平成23年３月31日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）　　　　　

　 日本 米州 欧州 アジア
その他の
地域
(注)１

報告
セグメント
計

調整額
(注)２

四半期連
結損益計
算書計上
額(注)３

売上高 　 　 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 8,0953,4903,9871,015 427 17,017 ― 17,017

  セグメント間の内部
  売上高又は振替高

5,904 ― 7 ― ― 5,912△5,912 ―

計 13,9993,4903,9951,015 427 22,929△5,91217,017

セグメント利益
又は損失（△）

1,036 174 216 37 △12 1,452△443 1,009

(注) １  「その他の地域」には、アフリカ、オセアニアを含んでおります。

２  調整額は、セグメント間取引消去であります。

３  セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

Ⅱ  当第１四半期連結累計期間(自  平成24年１月１日  至  平成24年３月31日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）　　　　　

　 日本 米州 欧州 アジア
その他の
地域
(注)１

報告
セグメント
計

調整額
(注)２

四半期連
結損益計
算書計上
額(注)３

売上高 　 　 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 7,7383,4374,0251,129 448 16,778 ― 16,778

  セグメント間の内部
  売上高又は振替高

6,738 0 3 ― ― 6,741△6,741 ―

計 14,4763,4374,0281,129 448 23,520△6,74116,778

セグメント利益
又は損失（△）

1,304 140 234 59 △62 1,675△424 1,251

(注) １  「その他の地域」には、アフリカ、オセアニアを含んでおります。

２　調整額は、セグメント間取引消去であります。

３  セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前第１四半期連結累計期間
(自  平成23年１月１日
至  平成23年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成24年１月１日
至  平成24年３月31日)

１株当たり四半期純利益金額 2,355円46銭 4,283円10銭

(算定上の基礎) 　 　

四半期純利益金額(百万円) 541 987

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益金額(百万円) 541 987

普通株式の期中平均株式数(株) 230,068 230,647.67

(注) １　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２　従業員持株ＥＳＯＰ信託が所有する当社株式については、四半期連結財務諸表において自己株式として会計処

理しているため、「普通株式の期中平均株式数」は、当該株式の数を前第１四半期連結累計期間では4,004株、

当第１四半期連結累計期間では3,424.33株控除し算定しております。
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２ 【その他】

第10期（平成23年１月１日から平成23年12月31日まで）期末配当については、平成24年２月13日開催の

取締役会において、平成23年12月31日を基準日として、次のとおり期末配当を行うことを決議いたしまし

た。

①　配当金の総額　　　　　　　　　　　　 　　　　　230百万円

②　１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　 　　　　1,000円

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日　　平成24年３月30日

　

(注)　配当金の総額には、従業員持株ＥＳＯＰ信託口に対する配当金３百万円を含めておりません。これは従業員持株Ｅ

ＳＯＰ信託が所有する当社株式を自己株式として認識しているためであります。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成24年５月11日

株式会社パイロットコーポレーション

取締役会  御中

　

アーク監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    岩崎　哲士    印
　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    吉村　淳一    印
　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    森岡　宏之    印

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式
会社パイロットコーポレーションの平成24年１月１日から平成24年12月31日までの連結会計年度の第１四半
期連結会計期間(平成24年１月１日から平成24年３月31日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成24年１月
１日から平成24年３月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損
益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して
四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。
　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸
表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レ
ビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施
される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において
一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手
続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正
妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社パイロットコーポレーション及び連
結子会社の平成24年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績
を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
　
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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